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令和８年２月小矢部市教育委員会定例会会議録 

 

 

１ 開催日時及び時間   令和８年２月26日（木） 

開会 午前9時59分 

閉会 午前11時13分 

 

２ 出席委員 １番 沼田 勉（教育長） ３番 笹島 康代  ４番 石野 昌一 

５番 塚崎 志津江 

 

３ 説明員  教育委員会事務局長  野澤 正幸 

教育総務課長     長太 一進 

文化スポーツ課長   大野 淳也 

こども家庭課長    佐伯 真理子 

教育センター所長   上田 昌寛 

学校給食センター所長 北川 猛 

職務のため会議に出席した職員    教育総務課課長補佐  松田 恵美 

教育総務課課長補佐  太田 孝博 

教育総務課主事    今井 翔太 

 

４ 議事日程 

   日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 会議録の承認について 

日程第３ 教育長の業務について 

日程第４ （予算） 

議案第２号 令和８年３月小矢部市議会定例会に付議する予算に対する意見について 

（条例） 

議案第３号 令和８年３月小矢部市議会定例会に付議する条例に対する意見について 

 

報告事項 

１ 令和７年度小矢部市児童生徒の体力・運動能力調査の結果について 

２ 令和７年度長期欠席等児童生徒の支援状況調査の結果（１・２学期分）について 

 

その他 

令和８年度小矢部市教育委員会重点施策（案）について 

 

５ 議事の内容 

教育長 

 

 

 

教育総務課課長補佐 

 

教育長 

 

 

教育長 

（開会宣言並びに必要な定足数を満たしていることにより会議の成立を宣言） 

日程第１ 会議録署名委員に５番塚崎委員を指名。 

日程第２ 前回の会議録の承認について説明をお願いします。 

 

（日程第２ 会議録の承認について説明） 

 

１月定例会の会議録については、承認いただいたものとして処理させていただき

ます。 

 

次に、日程第３「教育長の業務について」報告させていただきます。 
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教育長 

 

教育長 

 

 

（日程第３ 教育長の業務報告及び予定について説明） 

 

ただいまの説明について、何かご意見ご質問はありませんか。 

 

教育長 

 

 

 

事務局長 

 

教育長 

 

石野委員 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

塚崎委員 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

石野委員 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

塚崎委員 

 

 

教育総務課長 

 

塚崎委員 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

無いようですので、それでは、日程第４「議案」に入ります。「議案第２号 令和

８年３月小矢部市議会定例会に付議する予算に対する意見について」説明をお願い

いたします。 

 

（議案第２号について説明） 

 

ただいまの説明について、何かご意見ご質問はありませんか。 

 

 情報教育環境整備事業において、学校で使われている学習用端末がWindowsから

ChromeBookに代わった理由は何ですか。 

 

 Windowsは起動が遅く、作業効率が悪かったため、他の媒体について照会をかけた

ところ、ChromeBookが挙がりました。画面が大きく、起動も早いので作業効率の改

善になると思い導入しました。 

 

 中学校スタディ・メイト配置事業についてですが、支援員をどのように配置する

予定でいますか。 

 

 当初は各校に配置する予定でしたが、石動小学校で支援を必要としていた児童が

石動中学校に進学することから、それに合わせて、石動中学校に配置する予定とし

ています。 

 

 中学校再編候補地適地調査事業についてですが、調査するにあたっての候補地は

いくつか考えていますか。 

 

 現状は候補について絞っていません。新設とするのか、現在の４校のどこかの５

つからの選択になると思います。前提条件を整理してから候補地の抽出という方向

で進めてまいります。 

 

 スクールロイヤー設置事業について、業務委託料が5,000円の11回としています

が、１回１時間ということですか。 

 

 時間の制限は聞いておらず、基本的には１時間程度を見込んでおります。 

 

 時間的制限がないのであれば、とてもありがたい話だと思います。１時間のみで

は相談したいことをすべて話せないので心配でしたが、制限がないのであれば何よ

りです。 

 

 金額については、当初は記載内容より大きい額で予算要求をしていました。市の

方針としてスクールロイヤーの設置を認めてもらえたことは大きな進歩であると

思うので、55,000円を上限とせず、積極的に活用してもらえるよう現場の先生方と

協議してまいります。 
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塚崎委員 

 

 

笹島委員 

 

 

教育総務課長 

 

 

笹島委員 

 

 

 

石野委員 

 

 

文化スポーツ課長 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

教育長 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

教育センター所長 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

教育センター所長 

 

教育長 

 

塚崎委員 

 

 弁護士の先生も忙しいと思うので、時間交渉などを積極的に行っていただき、有

意義に活用し、相談に乗ってもらいたいです。 

 

 中学校スタディ・メイトの配置について、石動中学校に配置するとのことですが、

３人のうちの誰かを配置するという意味ですか。 

 

 基本的に１人を１校に配置では負担が大きいため、３人で交代できる配置を想定

しています。 

 

 対象となる児童生徒たちがいなくなっても、市として小中学校で活用できるよう

な形で残していただきたいです。小学校と中学校で区別するのではなく、学校全て

で対象となる児童生徒たちを支援できる柔軟な対応を取っていただきたいです。 

 

 小矢部市民図書館開館７周年記念事業「おはなし会」についてですが、１回限り

の事業ですか、それとも期間を定めての事業ですか。 

 

 ３月がオープンの月なので、その月を中心としての事業を考えており、１回限り

の事業を予定しています。 

 

他に何かご意見ご質問はありませんか。 

 

無いようでしたら同意いただいたものとして処理させていただきます。 

 

次に、「議案第３号 令和８年３月小矢部市議会定例会に付議する条例に対する

意見について」説明をお願いいたします。 

 

 （議案第３号について説明） 

 

 ただいまの説明について、何かご意見ご質問はありませんか。 

 

無いようでしたら同意いただいたものとして処理させていただきます。 

 

それでは、「報告事項」に移ります。「報告事項１ 令和７年度小矢部市児童生徒

の体力・運動能力調査の結果について」説明をお願いいたします。 

 

（報告事項１について説明） 

 

 ただいまの説明について、何かご意見ご質問はありませんか。 

 

無いようでしたら、次に、「報告事項２ 令和７年度長期欠席等児童生徒の支援状

況調査の結果（１・２学期分）について」説明をお願いいたします。 

 

（報告事項２について説明） 

 

ただいまの説明について、何かご意見ご質問はありませんか。 

 

 その他のアとイに該当する児童生徒３名について、詳細に教えていただきたいで

す。 
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教育センター所長 

 

 

 

 

 

笹島委員 

 

教育センター所長 

 

 

 

 

笹島委員 

 

 

教育センター所長 

 

塚崎委員 

 

 

教育センター所長 

 

 

塚崎委員 

 

 

教育センター所長 

 

 

塚崎委員 

 

 

教育センター所長 

 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

事務局長 

 

教育長 

 

教育長 

 

 アに該当する児童生徒については、平成元年度の文科省の通知をご覧になり、無

理をして学校に行く必要はないのではないかという考えを持っている方になりま

す。こちらからアプローチをかけてはいますが、断られており、他の手立てはない

か検討中です。イに該当する児童については、当該校に在籍のまま海外に行ってい

る方になります。 

 

 民間学校施設について、３人とありますが、それぞれどこに通っているのですか。 

 

「Ｐｏｎｔｅとやま みやの森カフェ」、「星槎フリースクール富山」、「オンライン

砺波」になります。学校側で把握しているものではこの３つですが、実際にはもっ

と多いです。資料にはありませんが、「大空へ飛べ」が運営している学習支援やこど

も食堂に通っている児童生徒もいます。 

 

 ここに記載されている方々は不登校扱いの児童生徒たちであり、これらのフリー

スクールに参加すれば出席として扱われるという意味でしょうか。 

 

 そのとおりで、不登校扱いの児童生徒になります。 

 

 不登校の児童生徒の中で、ＳＮＳ依存によって昼夜が逆転してしまい、不登校と

なった児童生徒について、どの程度の人数がいるか把握していますか。 

 

 不登校に該当する児童生徒のうち、小学校は12人のうち３人、中学校は23人のう

ち５人ほどが該当します。 

 

 小学生１年生から６年生では、高学年が対象となる場合が多いですか。低学年は

あまり該当しないのでしょうか。 

 

基本的に５年生と６年生が多いです。１年生や２年生のような低学年では、ゲー

ムに依存している児童は、調べた限りではおりませんでした。 

 

年々低学年でもそういった事例が増えてきていると思うので、しっかりと把握し

ていただきたいです。 

 

 ふれんどに通っている児童生徒の中で、センターのパソコンを使いゲームをする

時間が増えてきているので、指導員やスタッフで話し合い、どのように制御しよう

か検討しております。 

 

他に何かご意見ご質問はありませんか。 

 

報告事項については以上ですが、次に、「その他 令和８年度小矢部市教育委員会

重点施策（案）について」説明をお願いいたします。 

 

（その他について説明） 

 

ただいまの説明について、何かご意見ご質問はありませんか 

 

特に無いようですので、本日の日程はすべて終了いたしました。 
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次回は、令和８年３月26日（木）午前10時の開催予定です。 

以上をもって閉会といたします。 

 

 

以上、小矢部市教育委員会会議規則第16条第２項の規定により署名する。 

 

   令和  年  月  日 

 

          小矢部市教育委員会 

                      教 育 長 

 

 

                      署名委員 

 

 

                                            作 成 者 


